
 

                        保医発 0 4 1 4 第 1 号 

                        令和５年４月 14 日  

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

厚生労働省保険局医療課長 

（公 印 省 略） 

 

 

 

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における 

データ提出加算の取扱いについて 

 

 

「診療報酬の算定方法」（平成 20年厚生労働省告示第 59号）第１章第２部第

２節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、

データの提出（データの再照会に係る提出も含む。）に遅延等が認められた保険

医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされて

いるところである。 

今般、別添の保険医療機関において、令和５年３月 22日に提出すべきデータ

の提出に遅延等が認められたため、令和５年５月のデータ提出加算を算定する

ことができないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹

底を図られたい。 
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保険医療機関名 適用期間

吉岡病院 994‐0026 山形県天童市東本町三丁目5番21号

草加松原リハビリテーション病院 340‐0013 埼玉県草加市松江2丁目3番25号

医療法人山柳会塩味病院 351‐0023 埼玉県朝霞市溝沼2-4-1

医療法人靖和会飯能靖和病院 357‐0016 埼玉県飯能市下加治137-2

医療法人社団康栄会浦安病院 279‐0002 千葉県浦安市北栄四丁目1番18号

船橋市立リハビリテーション病院 273‐0866 千葉県船橋市夏見台4-26-1

医療法人財団同潤会富士見病院 173‐0012 東京都板橋区大和町14番16号

医療法人社団慶晃会南山リハビリテーション病院 206‐0812 東京都稲城市矢野口3124-12

医療法人邦友会小田原循環器病院 250‐0873 神奈川県小田原市矢作296番地1

医療法人社団晃友会晃友脳神経外科眼科病院 252‐0135 神奈川県相模原市緑区大島1605-1

医療法人社団武蔵野会牧野記念病院 226‐0003 神奈川県横浜市緑区鴨居2-21-11

かみいち総合病院 930‐0391 富山県中新川郡上市町法音寺51

医療法人安川病院 910‐0836 福井県福井市大和田2丁目108番地

医療法人健成会小林脳神経外科病院 380‐0803 長野県長野市三輪1-5-21

医療法人来光会尾洲病院 491‐0104 愛知県一宮市浅井町小日比野字新太15番地

国府病院 442‐0856 愛知県豊川市久保町葉善寺36-1

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 625‐8502 京都府舞鶴市字行永2410番地

社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院 574‐0012 大阪府大東市大字龍間1580

医療法人成仁会成仁会病院 533‐0013 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目19番27号

神戸アドベンチスト病院 651‐1321 兵庫県神戸市北区有野台8丁目4-1

医療法人拓生会奈良西部病院 631‐0061 奈良県奈良市三碓町2143-1

日南町国民健康保険日南病院 689‐5211 鳥取県日野郡日南町生山511番地7

医療法人和同会防府リハビリテーション病院 747‐1232 山口県防府市大字台道1634番地の1

大牟田中央病院 837‐0924 福岡県大牟田市大字歴木1841番地

医療法人親仁会みさき病院 836‐0002 福岡県大牟田市大字岬1230番地

鳥巣病院 800‐0114 福岡県北九州市門司区吉志5丁目5-10

医療法人朋友会山口病院 848‐0041 佐賀県伊万里市新天町305番地

医療法人財団聖十字会聖ヶ塔病院 861‐5347 熊本県熊本市西区河内町船津897番地

医療法人久康会平田東九州病院 889‐0503 宮崎県延岡市伊形町4791番地

住所

令和５年５月１日から
令和５年５月31日

別 添


